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研究会の背景 〜働き⽅の「選択肢」を増やす
 働き⼿⼀⼈ひとりが、介護や出産・育児など⾃らのライフステージに合った柔軟な
働き⽅を選択できる社会を創り上げていくことが必要。（「⼀億総活躍プラン」、平成28年6⽉）

 また、少⼦⾼齢化が進む中、これまで労働参画が妨げられてきた⼥性や⾼齢者などの参
画を促すことで、労働供給の間⼝を拡げる⽷⼝となる。

Explorer

＜100年ライフにおいて必要性が増すもの＞
・教育（専⾨技能を⾼め、世界中の競合との差別化が必要）
・多様な働き⽅（７０才超まで働くことを想定し、独⽴した⽴場での職業を考える）
・無形資産（お⾦だけでなく、経験や⼈的ネットワークなど）

教育 仕事 引退

Independent producer Portfolio stage

⾃分の⽣き⽅に関して考える時
期、知識やスキルの再取得
（職業訓練・学び直しなど）

組織に雇われず、独⽴した
⽴場で⽣産的な活動に携
わる⼈（フリーランスなど）

異なる活動を同時並⾏で⾏う
（例）週３仕事、週１ボラン
ティア、週１NPO活動など

〜２５ ２５〜６０ ６０〜

個⼈の状況に応じて、それぞれのタイミングで３つのステージを⾏ったり来たりするように

（参考） “ LIFE SHIFT “ （2016年 リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著）

⼈が100年も“健康に”⽣きる社会が到来する時、従来の3つの⼈⽣のス
テージ（教育を受ける／仕事をする／引退して余⽣を過ごす）のモデ
ルは⼤きく変質する。

１．同⼀労働同⼀賃⾦など⾮正規雇⽤の
処遇改善

２．賃⾦引き上げと、労働⽣産性の向上
３．時間外労働の上限規制の在り⽅など
⻑時間労働の是正

４．雇⽤吸収⼒の⾼い産業への転職・再
就職⽀援、⼈材育成、格差を固定化さ
せない教育の問題

５．テレワーク、副業・兼業といった柔
軟な働き⽅

６．働き⽅に中⽴的な社会保障制度・税制
など⼥性・若者が活躍しやすい環境整備

７．⾼齢者の就業促進
８．病気の治療、そして⼦育て・介護と
仕事の両⽴

９．外国⼈材の受け⼊れの問題

働き⽅改⾰実現会議 検討項⽬
（平成28年9⽉〜）
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研究会の背景 〜働き⼿と企業との関係
 第四次産業⾰命の進展によって、仕事は従来の「企業単位」から「プロジェクト
単位」に変化していく。そのような中、働き⼿が企業と対等に仕事を進めていくこと
が合理的であり、教育・⼈材政策、労働市場、雇⽤制度の変⾰が不可⽋。

 また、企業にとっても、技術の予⾒が難しい中、業務のあり⽅を⾒直し、外部⼈材を積
極的に活⽤してオープンイノベーションを促していくことが求められる。

（参考）新産業構造ビジョン中間整理（平成28年4⽉） （参考）厚労省 働き⽅の未来２０３５（平成28年8⽉）

○労働市場・雇⽤制度の柔軟性向上
第４次産業⾰命によって、就業構造や「企

業と個⼈の関係」が劇的に変化していく中
で、企業の国際競争⼒を維持・強化するとと
もに、個⼈も⾃⾝の能⼒・適性や意思に沿っ
た形で働くために、⼈材政策、労働市場や雇
⽤制度の変⾰が不可⽋。
・「同⼀労働同⼀賃⾦」に⽣産性向上・競
争⼒強化の観点を付与

・「産業政策」「雇⽤・労働政策」「教
育・⼈材政策」を、⼀体化して議論する
省庁横断的な会議を創設

－⾃⽴した個⼈が⾃律的に多様なスタイルで
「働く」ことが求められる。
企業は、働く⼈にどれだけのチャンスや⾃⼰実現
の場を与えるかが評価されるようになる。
－働いた「時間」だけで報酬を決めるのではない、
成果による評価が⼀段と重要になる。
－⼈は、⼀つの企業に「就社」するという意識は
希薄になる。兼業や副業、あるいは複業は当た
り前のこととなる。多くの⼈が、複数の仕事をこな
し、それによって収⼊を形成する。
－⼀つの職業に「就職」をしても、「転職」は柔軟
に⾏える社会になっている必要がある。
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「雇⽤関係によらない働き⽅」とは
 これまでの“常識”であった１社就業に対する「兼業・副業」、オフィス勤務に対する「テ
レワーク」、雇⽤関係による働き⽅に対する「雇⽤関係によらない働き⽅」の３つが
互いに折り重なり、「⽇本型雇⽤システム」の⾒直しにつながっていく。

 インターネット上で企業と働き⼿のマッチングが容易になり、雇⽤契約によらない（企
業の指揮命令を受けない）働き⽅が普及。

企業

プラットフォーマー
（クラウドワークス・パソナテッ

ク・ランサーズ 等）

業務契約（請負契約）

マッチング

働き⼿
社会環境

（社会保障・教育訓練システム・税）

登録 登録
雇⽤関係によらない

働き⽅

テレワーク
（在宅就労）

兼業・副業

雇⽤関係による働き⽅

1社就業 オフィス勤務

「⽇本型雇⽤システム」の⾒直し 「雇⽤関係によらない働き⽅」



課題と政策の⽅向性
 「雇⽤関係によらない働き⼿」は、“スキル”や“置かれている環境”等によって、
異なった課題を抱えており、必要となる打ち⼿も異なる。

 「スキル」×「企業依存度」の両軸により、カテゴリー分けを⾏った場合、「スキル」を⾼めるためには
「①教育訓練」、働き⼿全体に対しては「②働き⼿の環境整備」、そして⼀社依存度を低減
するためには「③企業・プラットフォーマーによる取引改善」がそれぞれ必要となる。
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①教育訓練のあり⽅について
 働き⼿が⾃ら能⼒・スキルを継続的に形成する必要。しかし、我が国の働き⼿全体に『能⼒・
スキル形成意識』が低く、働き⼿と企業との間に能⼒・スキルのギャップが存在。

 働き⼿のみに期待するのではなく、プラットフォーマーや国・業界団体など多様な主体が
教育訓練の場を提供することや、コスト負担のあり⽅についても検討が必要。

現状と課題 ⽅向性
1. 働き⼿の能
⼒・スキル形
成意識

 「雇⽤関係によらない働き
⽅」に限らず、我が国の働
き⼿全体として、『能⼒・
スキル形成意識』が低い。

 「⾃律したキャリア形成意識」を啓発
 プラットフォーマーや発注側企業において、能
⼒・スキルを適切に評価する仕組み、教育訓練
による効果の⾒える化などが必要。

2. 能⼒・スキル
に関するニー
ズのギャップ

 働き⼿と企業の間で、求め
られる能⼒・スキルの
ギャップがある。

 専⾨性以外に、業務を円滑に進める「交渉⼒」
「⼈脈」「問題解決」などの基礎⼒を重視。

 能⼒・スキル形成メニューの周知や、働き⼿が
相談できる窓⼝（プラットフォーマ－など）

3. 能⼒・スキル
形成の⼿法

 独学や前職の職務経験によ
る能⼒・スキル形成が⼤半
を占め、効果的な教育訓練
が受けられていない。

 国による中⼩企業・⼩規模事業者⽀援施策の周
知

 プラットフォーマーに加え、国・業界団体など
も含めた多様な主体による能⼒・スキル形成

 ⺠間教育ベンダーの振興
4. 費⽤負担  働き⼿の半数以上がスキル

形成に費⽤をかけておらず、
経済的な理由も⼀定割合。

 コストのあり⽅の検討



6

②働き⼿が円滑に働くための環境整備のあり⽅について

現状と課題 ⽅向性
1. 働き⼿の報酬  交渉上の⽴場が弱く、労働

法制の適⽤がないこともあ
り、報酬（受注単価）が低
額な場合がある。報酬⽀払
い遅延のトラブルもある。

 下請法の適⽤対象であれば、その遵守を求める
 報酬⽀払遅延等をカバーする⾦銭的補償⼿段の
開発

2. 働き⼿のセー
フティネット

 病気や出産・育児での休業
や、受注の悪化や廃業等に
より収⼊を失う場合におけ
る、公的⽀援が不⼗分。

 新たな⺠間保険の創設の検討・周知・活⽤によ
る、休業時の補償制度の充実

 廃業後の⽣活資⾦を積み⽴てる制度である⼩規
模企業共済制度の活⽤が可能であることを周知

3. 働き⼿の社会
的信⽤

 社会的信⽤が低く、事業資
⾦あるいは住宅資⾦の融資
を得にくい。

 「雇⽤関係によらない働き⽅」の地位の確⽴
 働き⼿のリスクを過⼤評価せず、適切に融資す
るような、新たな⾦融サービスの提供

4. 働き⼿の税制  給与所得と事業所得で異な
る分類がなされている。

 働き⽅が多様化している現在にあわせ、働き⽅
に中⽴的な税制に向けて検討

 「雇⽤関係によらない働き⽅」の働き⼿は、労働法制の対象としての「労働者」と異なり、本来的に
⾃律的・⾮従属的。その裏返しとして、働くための環境整備が不⼗分。

 働き⼿の個々の状況や属性によっては、何らかの対応策を講ずることが必要な場合も
あることを踏まえ、働き⼿がより円滑に働ける環境を整備する。

※中⻑期的には、労働法制や社会保障の中で雇⽤関係によらない働き⼿をどのように位置付けるか、
議論を深めていくことも求められる。



③雇⽤関係によらない働き⽅をめぐる企業の取組について

現状と課題 ⽅向性
1. 外部⼈材活⽤
に対する企業
の認知度

 企業は、外部⼈材を活⽤す
ることの費⽤対効果が⾒え
ておらず、また、そもそも
⼿段⾃体への認知度が低い。

 外部⼈材の活⽤によって得られた積極的効果を
事例とともに幅広く周知

 企業のマインドセットを変える

2. 外部⼈材活⽤
に向けた社内
体制

 業務を発注するにあたり、
業務を切り出す体制や発注
スキルが不⼗分。また、個
⼈と契約する体制が未整備。

 業務の⾒える化・切り出しや、業務単位での成
果評価⼿法の確⽴、発注内容の明確化

 社内の意識改⾰

3. 企業と働き⼿
とのマッチン
グシステム

 企業が、発注業務に応じた
適切な⼈材にアクセスでき
ていない可能性がある。

 ⼈材プールを有し、⼈材ごとの能⼒等が⾒える
化されている、プラットフォーマーの活⽤

4. 企業と働き⼿
との取引環境
の健全化

 不適切な条件での取引が排
除される仕組みや、合意内
容が確実に履⾏される仕組
みが未整備。

 トラブル防⽌のため、事前の契約書締結
 政府のガイドライン等による、企業が遵守すべ
き内容等の明⽰

 プラットフォーマーによる、⾃主的な優良事業
者認定制度やガイドラインの創設・運⽤

 「雇⽤関係によらない働き⽅」においては、企業によって働き⼿が活⽤されるようになり、また、取引
環境が整備されていくことは、働き⼿と企業の双⽅にとって有益。

 それらの取組みの先進的な分野から、好事例を横展開していくことが有⽤。
 「業界」の取組みとして、プラットフォーマーが果たすことのできる役割も重要。
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